
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年６月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年２月４日 １９時４８分ごろ 

発生場所 広島県呉
くれ

市呉港仁方
に が た

区 

 重岩
かさねいわ

灯台から真方位０６８°１,４７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１２.８′ 東経１３２°４０.５′） 

事故の概要 貨物船DOJUN
ドージュン

 BRAVE
ブ レ イ ブ

は、引船を使って離岸中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年２月５日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 DOJUN BRAVE（大韓民国籍）、１,５９３トン 

９４０８０９７（ＩＭＯ番号）、DOJUN SHIPPING CO.,LTD 

 乗組員等に関する情報 船長（大韓民国籍）、二級航海士免状（大韓民国発給） 

 負傷者 なし 

 損傷 船尾部船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

事故の経過 本船は、船長ほか１１人（大韓民国籍１人、中華人民共和国籍３

人、フィリピン共和国籍２人、ミャンマー連邦共和国籍３人、インド

ネシア共和国籍２人）が乗り組み、鋼材約１,８６８ｔを積載し、船

長が操船の指揮に当たり、平成３０年２月４日１９時４２分ごろ船首

を南南東に向けて左舷着けとしていた呉港仁方区の岸壁から離岸し

た。 

本船は、船長が、引船を右舷船尾方に配置して操船支援に当たら

せ、引船に指示して船尾部を西方に向けて引かせた後、１９時４８分

ごろ船首が北東方を向いたとき、船尾部が浅所に乗り揚げた。 

船長は、代理店を通じて本事故の発生を海上保安庁に通報した。 

本船は、満潮時前の２２時００分ごろ、自力で離礁した。 

本船の喫水は、船首約４.４５ｍ、船尾約５.２５ｍであった。 

船長は、呉港仁方区の岸壁での離着岸の経験が何度もあった。 

本船は、分図として呉港仁方区が記載されている海図Ｗ１４１を備

えていた｡ 

本事故発生場所は、１０ｍ等深線の内側であり、５ｍ等深線の近く

であった。 

分析 本船は、呉港仁方区において、低潮時に離岸する際、船長が本船の

喫水に対する余裕水深を確認しなかったことから、引船を使って離岸

中、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 



 

原因 本事故は、夜間、呉港仁方区において、本船が、低潮時に離岸する

際、船長が本船の喫水に対する余裕水深を確認しなかったため、引船

を使って離岸中、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・潮時潮高を確認し、余裕水深が確保される時機に離着岸するこ

と。 

 


